
治験・臨床研究教育プログラム

主催 臨床研究・イノベーション推進センター（内線 3470）

後援 治験審査委員会 倫理委員会

平成29年度 第 6 回

2月6日 17:30-18:30
2018年

大阪市立大学医学部学舎 4階 中講義室１

17:30~18:15
現行「臨床研究法について」

厚生労働省 医政局 研究開発振興課
室長補佐 安水 大介先生

18:15~18:30    
施行に向けた準備と対策について

安水先生・倫理委員会事務局

本学より厚生労働省に出向中の安水先生に「臨床
研究法」について解説して頂きます。
準備や対策について気になることをぜひこの機会

に解決してください。

（火）

本教育プログラムは、治験や臨床研究（臨床試験）に参加される主任研究者（または
責任医師）及び分担研究者（または分担医師）は、年１回以上、受講することが義務
づけられています

※資料は各自でご持参ください。
前日までにOCU全学ポータルに掲載します。

※本講義は本省の意向で録画できないため、DVD受講はできません。

現行「臨床研究法について」
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